
YouFab   Global   Creative   Awards   2020  
応 募 要 項  

  
  
  
* 本 ア ワー ド に 応 募 す る ⽅ は、 応 募 い た だ い た 時 点 で、 本 内 容 に 同 意 し た も の と み な し ま す。  
  
  

1. 応 募 に つ い て  
 
1.1. 応 募 対 象  

カ テ ゴ リー は 問 い ま せ ん。 ど の よ う な ジャ ン ル の 応 募 も 受 け 付 け ま す。 既 に 
公 開 済 み の 作 品 も 応 募 可 能 で す。 現 在 進 ⾏ 中 の 作 品 や プ ロ ト タ イ プ も 歓 迎 で 
す。 そ の 場 合、 現 在 ま で の プ ロ セ ス と 将 来 の 可 能 性 を 評 価 し ま す。 個 ⼈、 グ 
ルー プ、 企 業 な ど 制 作 チー ム の 形 態 も ⾃ 由 で す。  
 

1.2. 応 募 期 間  
2020 年 8 ⽉ 1 ⽇ (⼟)   12:00   (⽇ 本 時 間 正 午)〜   2020 年 10 ⽉ 31 ⽇ （⼟） 12:00   (⽇ 
本 時 間 正 午)  
 

1.3. 応 募 対 象 者  
国 籍・ 年 齢 問 わ ず ど な た で も 応 募 可 能 で す。 個 ⼈、 グ ルー プ、 企 業 で の 応 募 
も 可 能 で す。 学 ⽣ 賞 に 応 募 さ れ る ⽅ は 応 募 時 点 で 在 学 中、 も し く は チー ム 内 
に 学 ⽣ が い る ⽅ に 限 り ま す。  
 

1.4. 費 ⽤  
無 料  
 

1.5. 応 募 ⽅ 法  
本 ア ワー ド は、 株 式 会 社 ロ フ ト ワー ク が 運 営 す る AWRD （ https://awrd.com ） 
を 使 ⽤ し て 応 募 を 受 け 付 け ま す。   応 募 に は AWRD の ユー ザー 登 録 が 必 要 で 
す。 （無 料） 5-1   に 記 載 さ れ て い る 提 出 物 を ⽤ 意 し、 応 募 ⽅ 法 を 確 認 の 上 応 
募 し て く だ さ い。  
 

1.6. ⾔ 語 に つ い て  
ど の ⾔ 語 で も 応 募 可 能 で す。 た だ し、 審 査 会 は 英 語 で ⾏ わ れ ま す の で、 英 語 
で の 応 募、 ま た は 英 語 を 併 記 し て く だ さ い。 英 語 以 外 の ⾔ 語 の み で 応 募 さ れ 
た 作 品 は、 事 務 局 が フ リー 翻 訳 ツー ル な ど を 利 ⽤ し て 英 語 に 翻 訳 を ⾏ い 審 査 
会 に て 使 ⽤ い た し ま す。  
  



 
2. 著 作 権 に つ い て  

 
応 募 作 品 の 著 作 権 は 応 募 者 に 帰 属 し ま す。 た だ し、 応 募 者 は   FabCafe ま た は 株 式 会 
社 ロ フ ト ワー ク が、 広 報 ⽬ 的 で 応 募 作 品 画 像 の 複 製・ 加 ⼯・ 公 開 を、 応 募 者 へ の 許 
可 を と る こ と な し に ⾏ う こ と を 認 め る も の と し ま す。  
 

3. 特 別 賞 へ の 応 募 に つ い て  
 
特 別 賞 の テー マ に 沿っ た 作 品 を 応 募 さ れ る ⽅ は、  
YouFab   2020 通 常 応 募 と 同 時 に 特 別 賞 へ の 応 募 を ⾏ う こ と が で き ま す。  
YouFab   2020 応 募 フォー ム 内 に あ る 特 別 賞 の チェッ ク ボッ ク ス を ク リッ ク し、 特 別 
賞 の テー マ に ど う 作 品 が 関 連 し て い る か 説 明 ⽂ を 記 載 の 上 ご 応 募 く だ さ い。  
 

4. 提 出 物 と 公 開 に つ い て  
 
4.1. 提 出 物  

応 募 者 が 提 出 す る も の は 次 の と お り で す。  
 

① 作 品 の 写 真  
    メ イ ン 写 真 1 枚     ※ 必 須  
    サ ブ 写 真 3 枚 ま で   ※ 任 意  
      ※ 画 像 形 式:   JPEG 、 GIF 、 PNG  
      ※ 画 像 は、 １ 枚 あ た り 10MB あ た り が ⽬ 安 で す。  
  
② 作 品 紹 介 動 画 URL   （ 5   分 以 内） ※ 任 意  
  ＊ 紹 介 動 画 の 提 出 を 推 奨 し ま す  
動 画 は 必 ず ⼀ 般 公 開 状 態 に し て お い て く だ さ い。 ど う し て も 公 開 で き な い 理 
由 が あ る 場 合 は パ ス ワー ド を リ ン ク と と も に 明 記 し て く だ さ い。 閲 覧 で き な 
い 場 合 は 審 査 の 対 象 外 と な り ま す の で ご 注 意 く だ さ い。  
  
③ 応 募 作 品 の 説 明  

1. 制 作 物 の コ ン セ プ ト を 記 載 し て く だ さ い。  
・ な に を  
・ な ぜ  
・ 誰 の た め に  
作 品 を 作っ た の か を 明 快 に 説 明 し て く だ さ い。   （ 800 字 以 内）  

2. 作 品 仕 様 に つ い て （作 品 の ⼨ 法、 重 量、 ⾯ 積 な ど） （ 300 字 以 内）  
3. 特 別 賞 に 応 募 す る 場 合 は、 特 別 賞 応 募 理 由 を 記 載 し て く だ さ い。 （ 

600 字 以 内）  
 

4.2. 作 品 写 真 の 公 開 に つ い て  
応 募 作 品 の メ イ ン 写 真 は、 AWRD に 作 品 を ア プ ラ イ し た と 同 時 に 本 サ イ ト 内 で 公 開 
さ れ ま す。   



 
5. ス ケ ジュー ル  

 
募 集 期 間:             2020 年 8 ⽉ 1 ⽇ 12:00   (⽇ 本 時 間 正 午)   〜    
                      2020 年 10 ⽉ 31 ⽇   12:00   (⽇ 本 時 間 正 午)  
⼀ 次 審 査 結 果 発 表:     2020 年 11 ⽉ 予 定  
最 終 審 査 結 果 発 表:     2021 年 1 ⽉ 予 定  
授 賞 式:               2021 年 3 ⽉ 予 定  
 

6. 審 査 に つ い て  
 
提 出 資 料 を 元 に YouFab   Global   Creative   Awards   2020 の 審 査 員 が 審 査 を ⾏ い、 グ ラ ン 
プ リ、 準 グ ラ ン プ リ、 学 ⽣ 賞、 特 別 賞 を 決 定 し ま す。 特 別 賞 は 独 ⾃ の 審 査 員・ 審 査 
基 準 に よっ て 選 ば れ ま す。  
 

7. 応 募 に 際 す る 留 意 事 項  
 
7.1. 禁 ⽌ 事 項  

7.1.1. 禁 ⽌ 事 項  
7.1.2. 作 品 の 応 募 に お い て、 あ ら ゆ る 詐 称 ⾏ 為 を 禁 ⽌ し ま す。  
7.1.3. 応 募 作 品 は 独 ⾃ に 創 作 し 完 成 し た 作 品 に 限 り ま す。  
7.1.4. 応 募 作 品 に 第 三 者 の 著 作 に よ る 素 材 （美 術・ 写 真・ フォ ン ト な ど）  

を 使 ⽤ す る 場 合、 著 作 権、 肖 像 権 は、 必 ず 応 募 者 ⾃ ⾝ で 著 作 者 の 許 諾 
を 得 る も の と し ま す。 第 三 者 の 権 利 を 侵 害 す る 素 材 を 使 ⽤ し た 場 合 
は、 発 覚 し た 時 点 で、 選 考 対 象 外 と な り ま す。 ま た、 仮 に 第 三 者 か ら 
応 募 者 ま た は 主 催 者 に 向 け て 権 利 侵 害 や 損 害 賠 償 な ど の 主 張 が な さ れ 
た と し て も、 主 催 者 お よ び 株 式 会 社 ロ フ ト ワー ク は ⼀ 切 の 責 任 を 負 い 
ま せ ん。  

7.1.5. 応 募 者 は、 応 募 作 品 に 対 し て 著 作 権 を 有 し ま す が、 応 募 作 品 と は 異 な 
る 具 体 物 に つ い て は、 そ れ が 応 募 作 品 と 同 ⼀ ま た は 類 似 す る 構 想 に 基 
づ く も の で あっ て も、 応 募 者 の 権 利 が   及 ば な い こ と を ご 理 解 の 上 ご 
応 募 く だ さ い。  

7.1.6. ⽇ 本 国 内 法、 お よ び 国 際 法 に 抵 触 す る あ ら ゆ る ⾏ 為 を 禁 ⽌ し ま す。  
7.1.7. 第 三 者 に 物 理 的・ 精 神 的 損 害 を 与 え る ⾏ 為、 第 三 者 の 名 誉 を 毀 損 す る 

⾏ 為、 第 三 者 の い か   な る 権 利 を 侵 害 す る ⾏ 為 を 禁 ⽌ し ま す。 ま た、 
公 序 良 俗 に 反 す る あ ら ゆ る ⾏ 為   を 禁 ⽌ し   ま す。  
 

7.2. 免 責 事 項  
7.2.1. 応 募 要 項 に 規 定 さ れ て い る 応 募 ⽅ 法、 仕 様 に 従 わ な い 作 品 に 関 し て 

は、 審 査 対 象 か ら 除 外 し ま す。  
7.2.2. 審 査 の 結 果、 賞 に ふ さ わ し い 作 品 応 募 が な け れ ば、 該 当 作 品 な し の 場 

合 が あ り ま す。  
7.2.3. 応 募 者 か ら の 審 査 状 況、 結 果 に 関 す る ⼀ 切 の お 問 い 合 わ せ に 対 応 し か 

ね ま す。  
 

7.3. 個 ⼈ 情 報 の 取 り 扱 い に つ い て  



本 ア ワー ド に て ご 提 供 い た だ い た 個 ⼈ 情 報 は、 審 査、 も し く は ア ワー ド 運 営 に 関 わ 
る 連 絡 ⽬ 的 の み に 利 ⽤ し ま す。 業 務 上 必 要 な 範 囲 内 で、 業 務 委 託 先 に 開 ⽰、 提 供 す 
る 場 合 を 除 き、 本 ⼈ の 同 意 を 得 る こ と な く 個 ⼈ 情 報 を 第 三 者 に 開 ⽰・ 提 供 す る こ と 
は あ り ま せ ん。  


